
 

 

 

 

 

 

 
 

私（仮名：田辺達也）は奈良を中心に賃貸物件をいくつか所有しています。代々、引き

継いできた不動産ですが、先代の相続の時に兄弟間で大いにもめてしまいました。 

そこで、私の代は、生前に遺言書を書く予定です。遺言書は公正証書で作成しようと思

っているのですが、誰に何を相続させるかによって、相続税の税額が大きく変動すると聞

きました。税金面で気をつける遺言書の書き方を教えてください。 
 
  

 相続税の課税が予想される方は、法的な合理性を整えるのはもちろん大切ですが、 

税金の視点も検討することで、より確実な節税効果が期待できます。 

 

  

 

 田辺さんが亡くなった時を「一次相続」といいます。 

次に田辺さんの奥さんが亡くなった時を「二次相続」 

 といいます。遺言書は一次相続と二次相続の相続税の 

 合計額を加味して考えることが重要です。 

 一次相続で相続税が少なくなっても、二次相続で多額の 

 相続税がかかってしまえば、本末転倒です。 

 

 

 

 

 

 

一次相続、二次相続の予測相続税を計算した上で、相続税法の各特例の適用を考慮します。 

すべての相続人が相続税の特例を適用できるとは限りません。誰にいつのタイミングで相続 

させるかによって大きく相続税の税額が変わります。この検討をしっかり行って遺言書を作成 

することで、後に大きな節税効果をもたらします。 

    
 

※配偶者の税額軽減・・法定相続分１/２ 又は１億６千万円以下のどちらか大きい金額まで無税    

※小規模宅地等の特例・・相続相談手帖第８話参照 
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平成２６年７月 円満な相続・贈与のために 
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お問合せ先：税理士法人あおば   資産税担当 税理士 三瀬 義男     

大阪市西区立売堀１丁目１番１号 立売堀一番館４Ｆ 

ＴＥＬ：０１２０－９８５－５５６ ＵＲＬ：www.aoba-atm.com/ 

 


